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平 成 年
月 日

（火曜日）

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
八
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

財
団
法
人
理

所
在
地

東
京
都
江
東

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
十
四

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

一
万
八
千
円

山
口
県
告
示
第
二
百
九
十
九

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年

講
習
会
を
管
理
美
容
師
資
格
認

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十

名

称

財
団
法
人
理

所
在
地

東
京
都
江
東

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
十
四

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

四

講
習
会
の
受
講
料

山
口

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

四
日

容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八

一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会

号
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条

定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

四
日

山
口

容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八

一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会

一

県
知
事

二

井

関

成

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医

た
。

日
（
月
曜
日
）
ま
で

館 の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

県
知
事

二

井

関

成

日
（
月
曜
日
）
ま
で

館

療 の

告

示



平

一
般
問
看

成 年 月 日 火曜日

大
信

花
咲

く
る指名

山 口

名
萩
市

は
せ

ハ
ー

大
谷

山
一

わ
か

（定期）県 報

秋
本

山
生

た
め

第 号

名
萩
市

川
岡

萩
市

大
谷

山
一

わ
か

社
団
法
人
訪

護
お
か
ふ
じ

山
口
市
宮
島
町
二

番
一
〇
号

薬
局
徳
山
店

周
南

薬
局
厚
狭
店

山
陽

る
薬
局

熊
毛

八

定
訪
問
看
護
事
業
者
等

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

医

療称

所

見
島
診
療
所

萩
市

が
わ
耳
鼻
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
陽
三

モ
ニ
ー
歯
科
こ
ど
も
歯
科

山
口

歯
科
医
院

萩
市

薬
局
大
内
店

山
口

ば
薬
局

柳
井

薬
局
厚
狭
店

山
陽

口
県
告
示
第
三
百
一
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日

医

療称

所

見
島
診
療
所

萩
市

眼
科
医
院

岩
国

見
島
歯
科
診
療
所

萩
市

歯
科
医
院

〃

薬
局
大
内
店

山
口

ば
薬
局

柳
井

訪
問
看
護
お
か
ふ

じ

山
口
市

番
一
〇

市
新
宿
通
一
丁
目
一
七

小
野
田
市
大
字
厚
狭
四
五
八
の

郡
平
生
町
大
字
平
生
村
六
七
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

名

称

所

機

関

在

地

見
島
三
五
の
二

小
野
田
市
大
字
厚
狭
四
五
八
の

市
黄
金
町
一
二
番
三
号

大
字
下
五
間
町
三
六

市
大
内
矢
田
九
一
〇
の
一

市
南
町
四
丁
目
二
番
一
五
号

小
野
田
市
大
字
厚
狭
四
六
三
の

第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条

の
と
お
り
指
定
し
た
。山

口
県
知

機

関

在

地

見
島
九
五
一
の
一

市
麻
里
布
町
三
丁
目
六
番
一
二

見
島
六
五
八

大
字
下
五
間
町
三
五

市
大
内
矢
田
九
一
〇
の
一

市
南
町
四
丁
目
二
番
一
五
号

宮
島
町
二

号

平
成
二
一
、

一
〇
、

一

〃

七
、

〃

七

〃

〃

〃

の

〃

〃

〃

ン
等

指
定
年
月
日

在

地 指

定

年

月

日

平
成
二
二
、

六
、

一

一

〃

七
、

〃

〃

〃

〃

〃

六
、

〃

平
成
一
五
、
一
一
、

〃

平
成
二
二
、

五
、

〃

一

〃

六
、

一

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

事

二

井

関

成

廃

止

年

月

日

平
成
二
二
、

五
、
三
一

号

平
成
二
〇
、

〃

一

平
成
二
二
、

〃

三
一

〃

〃

〃

平
成
一
五
、

八
、
一
六

平
成
二
二
、

四
、
三
〇

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十

外
科
医
院

二
六
三
七
の

山
口
県
告
示
第
三
百
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

む
べ
の
里

宇
部
市
大
字

須
恵
三
二
〇

一

医
療
法
人
鈴
木

萩
市
大
字
椿

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

む
べ
の
里

宇
部
市
大
字

須
恵
三
二
〇

一

医
療
法
人
鈴
木

外
科
医
院

萩
市
大
字
椿

二
六
三
七
の

山
口
県
告
示
第
三
百
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十

四
日

山
口

一

テ
ー
シ
ョ
ン
ひ

か
り
苑

二
六
三
七

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

東の

む
べ
の
里
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

宇
部
市
大

須
恵
三
二

一

東

通
所
リ
ハ
ビ
リ

萩
市
大
字

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

東の

む
べ
の
里
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

宇
部
市
大

須
恵
三
二

一

東一

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
ひ

か
り
苑

萩
市
大
字

二
六
三
七

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次

四
日

山
口

県
知
事

二

井

関

成

の
一

防
通
所

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地字
東
〇
の

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
二
、
三
、
三

椿
東

介
護
予

〃

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地字
東
〇
の

訪
問
看

護

平
成
二
二
、
三
、
三

椿
東
の
一

通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た

県
知
事

二

井

関

成

二

、 一 一 す旨



平成

訪
問

ふ
じ

年 月 日 火曜日

生
介
護介氏称

一
般

山 口 県

居名
社
会
門
市
議
会

山

（定期）報

山
生

介
護

第 号

居氏称
医
療

会医
療
外
科

看
護
お
か

二
番
一
〇
号

ふ

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
団
法
人

山
口
市
宮
島
町

訪

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
長

社
会
福
祉
協

長
門
市
東
深
川
一

三
二
一
の
一

口
県
告
示
第
三
百
五
号

り

口
県
告
示
第
三
百
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

法
人
真
人

山
口
市
江
崎
二

四
七
五
の
二

まデセ

法
人
鈴
木

医
院

萩
市
大
字
椿
東

二
六
三
七
の
一

デセ
じ

二
番
一
〇
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

問
看
護
お
か

山
口
市
宮
島
町

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

長
門
市
社
協
油
谷

支
部
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

長
門
市

名
八
〇

苑第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

ご
こ
ろ
の
家

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー

山
口
市
江
崎
二

四
七
一
の
八

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
ひ
か

萩
市
大
字
椿
東

二
六
三
七
の
一

防
訪
問

看
護

一
〇
、

一

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

介
護
予

平
成
二
一
、

業
所

指
定
年
月
日

在

地

油
谷
新
別

三

平
成
二
二
、
四
、

一

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

通
所
介

護

平
成
二
二
、

六
、
二
八

〃

〃

四
、

一

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十

公

（
二
七
九
）
障
害
者
自
立
支
援

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十

地

名

及

び

番

下
松
市
大
字
東
豊
井
字
中
豊
井
九

医
療
法
人
神
田

医
院

周
南
市
大

須
々
万
本
郷

五
〇
二

山
口
県
告
示
第
三
百
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

医
療
法
人
神
田

医
院

周
南
市
大

須
々
万
本
郷

五
〇
二

医
療
法
人
真
人

会

山
口
市
江
崎

四
七
五
の
二

医
療
法
人
鈴
木

外
科
医
院

萩
市
大
字
椿

二
六
三
七
の

四
日

山
口

告

法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
障
害
福

十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま
し

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

四
日

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

九
一
の
八

五
・
〇

字二

医
療
法
人
神
田

医
院

周
南
市
大

須
々
万
本

五
〇
二

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

字二

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ぺ

ん
ぎ
ん

周
南
市
大

須
々
万
本

五
〇
二

二

ま
ご
こ
ろ
の
家

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

山
口
市
江

四
七
一
の

東一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ひ
か

り
苑

萩
市
大
字

二
六
三
七

三

県
知
事

二

井

関

成

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
。

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

二
八
・
五

一
四
七
・
三
一

字
郷
二

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

七
、

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

字
郷
二

〃

平
成
二
二
、

七
、

崎
二

八

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

六
、
二

椿
東
の
一

〃

〃

四
、

、 〃路 〃八一

公

告



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日

一二

山 口

関
す

一二

（定期）県 報

株
式
イ
学

有
限

ユ
ー

（
二都

第 号

指業名
株
式

イ
学

有
限
ユ
ー十

二
年
八
月
二
十
四
日
印
刷

十
二
年
八
月
二
十
四
日
発
行

徳
永

宣
久

徳
永
裕
美
子

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

山
陽
小
野
田
市
柿
の
木
坂
一
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
関
市
長
府
松
小
田
本
町
六
番
五

株
式
会
社
エ
ム
エ
ス
コ
ー
ポ
レ

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

下
松
市
大
字
山
田
字
天
王

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
松
市
大
字
末
武
上
一
一
〇
〇
番

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

ニン

会
社
セ
イ

美
祢
市
大
嶺
町

東
分
三
四
九
の

五

介ひ

八
〇
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

者

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

ニン

会
社
セ
イ

美
祢
市
大
嶺
町

東
分
三
四
九
の

五

介ひ

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

称び
氏
名

号ー
シ
ョ
ン

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称び
氏
名

地 チ
イ
ケ
ア
セ

タ
ー
周
防

防
府
市
三
田
尻

三
丁
目
六
番
三

五
号

護
サ
ー
ビ
ス

ま
わ
り

美
祢
市
大
嶺
町

東
分
三
四
九
の

五

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

所

在

地

チ
イ
ケ
ア
セ

タ
ー
周
防

防
府
市
三
田
尻

三
丁
目
六
番
三

五
号

護
サ
ー
ビ
ス

ま
わ
り

美
祢
市
大
嶺
町

東
分
三
四
九
の

五

県

庁
知
事

事

二

井

関

成

重
度
訪

問
介
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

障
害
福

祉
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

指
定
年
月
日

居
宅
介

護

平
成
二
二
、

八
、

一

〃

〃

〃

〃
超

を
量
用
使

定
予
の
間

年

な
と

量
有
保
な

正
適

て
え

た
っ計
会
別

特
紙
証
入

収

査
監

入
る
よ
に

紙
証

般
一
ら

か

月
年
査

入
収
の

料
験
試
学成

平
日

年

会
別

特
紙
証
入

収

日
１

月

る
よ
に

紙
証

般
一
ら

か
計

実
員

門
専
援
支
護

介

っ
行
を
理
処

な
正
適
に

日
た

ら
か
計
会
別

特
紙
証
入

収

業
設

建
る
よ
に

紙
証

般
一

た
っ

行
を

手
請

申
可
許

成
平

成
平

日
月
年
査

監

月
８

年

項
事
る
係
に

知
通

日

監

査

号
６
第
表
公
査
監

法
治

自
方

地
和

昭

よ
に
定
規
の

項
４

律
法

年

知
通

の
旨

果
結

の
査
監
る

れ
こ

、
で
の
た
っ

あ
が

田

つ
に

手
切
た
い

て
し
有

保

成
平

日
月

年

は
て

い

月
７

年
）

日

布
田

を
額

の
金
出
繰

の
へ
計

会

平
、
は

て
い

つ
に

て
っ

誤

成
月

５
年

の
金
出
繰

の
へ
計

会

。
）

講
受

修
研

務

て
っ

誤
を
額

査
監

収
の

等
料
数

手
験

試

成
平

日
月

年
月

９
年を
額

の
金
出
繰

の
へ
計

会

に
入
収

の
等

料
数

て
っ

誤

平
、

は
て
い

つ

年
月

同 同

査
監

県
口
山

。
）
日

同

委

員

第
第

）
号

第
条

は
又
、

き
づ

基
に

規
の

項

し
表

公
を

結
の

査
監
該

当

。
す
ま

所
務
事
林
農
施
布

成
平

、。

て
い

お
に
在

現
末

度
年

校
学
等
高
業
工
施

成
平

た
い

に
日

入
収

る
け
お

に
度

年

た
っ

行
を

理
処
な

正
適

成
平

た
い

監

に
入

入
収

る
け
お

に
度

年

成
平

、
は

て
い
つ。

）
日

月
５
年

課
理
監

成
平

た
い成

入
収

る
け
お

に
度

年

月
５

年

伊
員
委

理
処

な
正
適

に
日

二
忠

田
神

範
哲

野
秋

博
藤

樹
敏

津
石

郎

課
会
社
寿
長

り
お

と
の

次
、

り
よ

に
定

て
し

と
考
参

を
果

第
条

同

た
じ
講

を
置

措

四

監

査

委

員


